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規 則 

 

滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年７月16日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

滋賀県規則第44号 

滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則の一部を改正する規則 

滋賀県知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則（令和４年滋賀県規則第45号）の一部を次のように改正す

る。 

本則中「岩月住子（大杉住子）」を「岸本織江」に改める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

訓 令 

 

滋賀県訓令第31号 

滋賀県副知事の担任事務に関する規程（令和４年滋賀県訓令第39号）の一部を次のように改正する。 

令和６年７月16日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

第１条第３号中「副知事岩月住子（大杉住子）」を「副知事岸本織江」に改める。 

付 則  

この訓令は、令和６年７月16日から施行する。 
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